
家畜衛生便り

佐賀県の肉用種鶏農場において
高病原性鳥インフルエンザ
疑似患畜 (H5N6亜型 )の確認！

１ 発生農場の概要

所在地 ：佐賀県杵島郡江北町

飼養状況：肉用種鶏 約６万9千羽

（関連農場約2万9千羽を含む）

２ 経緯（佐賀県プレスリリースから）

(1)2月４日10時00分，江北町の養鶏農家から西部家畜

保健衛生所に死亡鶏の増加が認められるとの通報があ

った。

(2 )同日12時50分，西部家畜保健衛生所は職員を派遣

し，発生農場において簡易検査（１回目）を実施した

ところ陽性を確認した。

(3)同日15時00分，中部家畜保健衛生所で簡易検査（２

回目）を実施したところ陽性を確認した。
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家きん飼養者の皆様へ

国内の家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生しています。本病に

対する厳重な警戒をお願いします。予防対策として，特に以下の点の点

検・確認をお願いします。

（点検・確認事項）
□ 野鳥，ねずみ等の野生動物対策として，
・野鳥などの野生動物の家きん舎への侵入を防止することができ
る防鳥ネットなどの設置とその破損

・家きん舎の扉，壁，屋根，床などの破損や隙間
・集卵コンベアや除糞ベルトと家きん舎の壁の間の隙間

など，小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入しうる経路がな
いように，家きん舎の内部及び外部から詳細に点検・修繕してく
ださい。

□ 野生動物を家きん舎近くに寄せ付けないように，
・死亡家きんを家きん舎内に保管しない
・家きん舎周辺の清掃，整理・整頓（周辺の草刈りなど）

・家きん舎近くまで伸びている樹木の枝の剪定
などの対策を行ってください。

□ 車両は農場の出入口で入念に消毒し，家きん舎に入る者は，特に
手指，衣服及び長靴の消毒を徹底してください。
（消毒などの措置は，例外を作らずに必ず実施する，記帳により

習慣付けるといった取組が重要です。）

□ これまで以上に念入りに，飼養家きんの毎日の健康観察を行って
ください。死亡数が増えた，元気がなくなった，産卵率が低下し
たといった家きんが増えたなどの異状を見つけた場合には，直ち
に最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

＜連絡先＞

西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎 ０８８３－２４－２０２９

東みよし庁舎 ０８８３－８２－２３９７
家畜保健衛生所は，休日・夜間も２４時間対応しています。


